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資料 1 

 毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会 

中間的整理（案） 

 

平成 31 年 3 月 日 

１「共通事業所の集計値」とは 

○ 毎月勤労統計において「本系列」として公表されている数値は、我が国の

常用労働者 5人以上規模のすべての事業所を母集団として、無作為抽出に基

づき算出されているものであり、日本の経済全体の賃金や労働時間等の水準

やその動きを表している指標である。 

○ したがって、「本系列」には、経済構造の変化に伴う動きも反映され、それ

らを含めた我が国の賃金等の指標であり、時系列比較も可能な統計である。 

○ ただし、サンプル入替時や、基準とする事業所規模・産業別の労働者構成

割合の見直し（労働者のウェイト変化）の際には、一時的な断層（ギャップ）

が発生する。 

○ この影響を除去した短期的な賃金等の動向を見るために、同一の事業所の

前年同月比を参考値として公表しているものが、「共通事業所の集計値」で

ある。 

○ 具体的な集計方法は、 

①調査対象事業所の部分入れ替え 

②産業構造の変化等に伴う労働者のウェイトの変化 

の影響を除いたものとするよう、１年前と当月の両方で回答している調査対

象（共通事業所）のみに限定し、１年前と当月の労働者のウェイトを同一の

ものとして集計して、前年同月比を算定している。従来は、事業所規模 30～

499 人以下については、２～３年ごとにサンプルを総入替していたものを、

平成 30 年１月に、部分入替（ローテーション・サンプリング）方式に変更

したことから、集計が可能となった。 

○ 「共通事業所の集計値」は、前年同月比という１年間の動きに限定して集

計することを目的としているので、１年前と当月の両方で回答している調査

対象のみを対象としている。このため、前年と比較するか、翌年と比較する

かで、当月の集計対象事業所が異なり、その結果、各年各月において２つの

実数が併存することとなる。また、あくまでも前年同月との比較をする目的

のため、当月と翌月との比較においては、それぞれで１年前と両方に回答し

ているという制約があることから、両者は異なる事業所群となっている。 

○ 以上のような限定的な集計値であるため、「本系列」のような長期的な時

系列比較が可能な指標とはなっていない。 

○ こうしたことから、「共通事業所」については、名目賃金額及び前年同月

比のみ公表しており、名目賃金指数や実質賃金指数については、これまで作
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成していない。なお、名目賃金指数及び実質賃金指数については、「本系列」

において公表している。 

 

（共通事業所の集計値のイメージ図） 

 
 

（共通事業所の集計値） 
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２ 実質化に向けた論点の検討状況 

毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会（以

下「検討会」という。）での実質化（※）に向けた論点の検討状況は、以下の通

りである。なお、第３回検討会においては、有識者からのヒアリングを実施し

た。 

（※）実質化とは、時価で表示した価額（名目値）の動きから価格変動の影響を取り除くこと 

 

論点１ 実質化を検討するに当たり、「本系列」と「共通事業所の集計値」の

特性をどう考えるか。 

（これまでの議論） 

○ 「共通事業所の集計値」の特性としては、 

・「本系列」が無作為抽出であることに対して、１年前と当月の両方で

回答している調査対象のみに限定しているために、事業所の入替方法

の違いから、事業所規模別・産業別等見た場合にサンプルに偏りがあ

り、結果の精度に影響を与えている可能性がある。（本系列と比較して、

500 人以上規模事業所の割合が高く、5～29 人規模事業所の割合が低い

など） 
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・継続的に回答している事業所が集計対象になりやすいという特性か

ら、その結果について一定のバイアスがある可能性がある。（本系列と

比較して、賃金額が相対的に高い可能性があるなど） 

などが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「共通事業所の集計値」の前年同月比を時系列でみる場合には、 

・標本数が少なくなるため、標本誤差が大きくなること。（事業所規模・

産業別に、その影響に差があると考えられる。） 

・新規事業所の影響が反映されておらず、標本に偏りがある可能性。 

・作成が開始されてから 12 か月分のデータであり、蓄積が乏しいこと。 

・ローテーション・サンプリングの経過措置の間には、入替割合に相違

があるため、精度が変化し、指標として安定していない。 

  といった課題が存在する。 

○ 「共通事業所」の賃金変化率は、同一事業所に勤続し続けることを前提

とした賃金変化を近似するものであり、計測対象とする労働市場を実質的

に限定していることは意識する必要がある。 

○ 「共通事業所の集計値」は継続就業者の平均賃金の変化率を「本系列」

共通事業所と未提出事業所との比較（平成 29 年各月） 
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よりも正確に求められるが、ただし、継続事業所でも採用・退職等により

労働者は入れ替わっており、継続就業者＝同一個人の賃金水準の変化率を

正確に推定できるわけではないことには注意が必要である。（毎月勤労統

計はあくまでも事業所側からの情報である。） 

 

 （さらに検討すべき課題） 

○ 「本系列」が、無作為抽出により日本全体の賃金水準を集計したもので

ある一方、「共通事業所の集計値」は、いかなるものを代表する数値であ

るか、その意味するところを考える必要がある。 

○ 「共通事業所」の母集団とは、「本系列」の母集団と同じなのか、ある

いは、いわゆる「既存事業所」（前年から存続している事業所）であり、

「本系列」の母集団から１年間に新設された事業所を除いたもの、と考え

てよいか。後者の場合であれば、母集団への復元・集計方法として、「本

系列」とは変える必要がある。 

○ 「共通事業所」にはサンプルに一定の偏りがあるが、事業所規模・産業・

都道府県等の利用可能な情報でコントロールした後で平均賃金の水準に

偏りがあるかどうかを計算すべきである。 

○ 「共通事業所」の賃金水準について偏りがあるとしても、賃金変化率に

ついて偏りがあるかはわかっていない。賃金水準と賃金変化率との関係が

「共通事業所」と「非共通事業所」で同一であれば、賃金水準の偏りを基

に賃金変化率の偏りも補正できると想定できるが、この点は検証する必要

がある。 

○ 「本系列」と「共通事業所の集計値」の誤差と水準、変化率の違いにつ

いて、特に５～29 人規模の事業所が及ぼしている影響について検討する

ことが必要である。（５～29 人事業所については、調査対象事業所が半年

ごとに３分の１ずつ入れ替わるため、共通事業所として集計される割合が

他の事業所規模と比較して低く、結果の精度に影響を与えている可能性が

ある。） 

○ 共通事業所はサンプル数が少ないため、その復元・推定に当たっては精

度が問題であり、賃金額の標準偏差等を計算することを検討すべきではな

いか。 

○ 事業所規模・産業ごとに「共通事業所」と「非共通事業所」の「集計値」

の差を分析した上で、望ましいウェイトを検討することが必要である。「非

共通事業所」には、廃業等による脱落と、未回答のために対象外となった

ものがあり、分析においては分けて考える必要がある。 

○ 共通事業所の「サバイバル・バイアス」（継続的に回答している事業所

が対象となる可能性が高く、経営的に安定していて賃金水準が相対的に高

いなどの特性が存在すること）や、事業所規模・産業の区分ごとのサンプ
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ルの安定性の違いが賃金に及ぼす影響について検討することが必要であ

る。 

○ 事業所規模・産業別の単位集計区分ごとに推定比率を乗じる推計方法

を行っているので、共通事業所について、区分内での本系列との比較や、

サンプル数が少ないために区分内で事業所が０となる可能性が相対的に

高いことの影響等を検討することが必要である。 

○ 「共通事業所の集計値」は、「本系列」と比べ、サンプルの偏りや集計

結果に一定のバイアスがある可能性があることから、その利用には一定の

限界があると思われるので、本検討会の検討事項を超えているが、今後「本

系列」において何らかの工夫を目指すべきではないか。 

 

論点２ 「共通事業所の集計値」については、その比較の基となる賃金額が、

同年同月で２種類存在するが、こうした共通事業所の基本的性格に照らし、

「共通事業所の集計値」の「実質賃金指数」の作成についてどう考えるか。 

（これまでの議論） 

○ 「共通事業所」については、前年同月との共通事業所群と、翌年同月と

の共通事業所群は異なる事業所群になるため、各月において２つの実数

が併存するという基本的性格から、経年変化をみる指数化になじまない。 

○ 加えて、当月と翌月との比較においても、それぞれで１年前と両方に

回答しているという制約があることから、両者は異なる事業所群となっ

ており、単純に比較ができない。 

○ このため、前年同月との比較は可能だが、時系列として連続的に指数

化することは、現在の定義のままでは困難と考えられる。 

○ 共通事業所はウェイト更新の影響を除去しているが、各月において前

年と翌年それぞれと比較する二つの事業所群から得られる数値の差には、

その影響が含まれていると考えられることから、長期的な指数を作った

場合、本系列のギャップは含まれる可能性があることに留意する必要が

ある。 

 

（さらに検討すべき課題） 

○ 「共通事業所の集計値」は、１年前との比較という短期的な動向を見る

ために、特定の影響を除去した前年同月比を算定するという限定的な目

的の参考値であり、指数化を前提とした作成方法となっていないため、

指数化にはそれに応じた作成方法の検討が必要である。 

○ 母集団労働者数への復元においても、便宜上「本系列」と同じ労働者ウ

ェイトを使用しているが、時系列比較が可能な指数を作成するに当たっ

ては、サンプルの偏りやその特性を踏まえた復元方法を検討すべきであ

る。 
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○ 一案として、サンプルの偏りを踏まえた集計方法や、「共通事業所」と

「非共通事業所」との差を分析した上でのその特性に応じた補正を行う

ことを検討するにより、指数化を行うことが考えられる。 

○  ただし、仮にそのような指数を作成した場合に、それが現行の「共通

事業所の集計値」とは異なるものとなることも考えられ、どのような意

味を持つかは、改めて整理する必要がある。 

 

論点３ 仮に「共通事業所の集計値」の前年同月比から、消費者物価指数を用

いて、「共通事業所の集計値の前年同月比を実質化した値」を算出したとする

と、実質化の本来的な意味に照らし、この数値はどのような意味を持つのか。 

（これまでの議論） 

○ 実質化とは、すなわち、時価で表示した価額（名目値）の動きから価格

変動の影響を取り除くことであり、単に前年との比較と言うよりは、物

価の変動を踏まえた賃金等の価値を示すために行うものである。 

○  実質化には、月々の動向を見る短期的なものと、年収ベース等で考え

る長期的なものとの、両方の視点が存在することにも留意が必要である。 

○ 「共通事業所の集計値」の実質賃金については、「実質化」が持つ本来

的な意味を踏まえつつ、その計算の可否を判断する必要がある。 

○ 実質化に当たり、「本系列」では消費者物価指数（帰属家賃を除く総合）

を用いているが、一定の特性を持つ「共通事業所の集計値」について、そ

の特性にあった物価指数（デフレーター）で調整することも考えられる

が、現在の物価指数の研究状況を踏まえると、共通事業所の特性に合っ

た物価指数を作成することは困難である。 

 

（さらに検討すべき課題） 

○ 実質化するのであれば、その前提として、「共通事業所の集計値」はそ

もそもどういった数値なのかを整理し、その実質化はどのような意味を

持つものであるかを示すべきである。 

 

３ 今後の進め方 

「さらに検討すべき課題」で挙げられたものを検討するために、必要な作業

(再集計、分析を含む)を進める。 


